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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自閉機能を有する吊り戸装置において、床面等に取り付けられたガイド部材のガイドロー
ラーに案内され、開閉方向に渡って設けられた下面が開口する吊り戸の下端部に設けられ
た案内溝と、案内溝と前後方向に平行して吊り戸の下端部に設けられた隙間閉塞部とを有
し、隙間閉塞部は、昇降可能に保持された隙間閉塞部材と、吊り戸の閉鎖時に戸尻側端部
がガイド部材に当接して隙間閉塞部材を下降せしめる作動部材と、常に隙間閉塞部材を上
昇位置に維持するよう付勢する付勢手段を有し、吊り戸の自閉力が、付勢手段の付勢力よ
り大きく設定されると共に、前記ガイド部材は、吊り戸の開閉方向に取付位置が調節可能
に設けられ、吊り戸の全開時、吊り戸の戸先側端部に取り付けられた戸当り部材を持ち上
げた状態で、吊り戸の戸先側端部から、前記ガイド部材の調節部が目視可能に構成されて
いることを特徴とする吊り戸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吊り戸の閉鎖時に吊り戸の下端縁と床面の間に生じる隙間を閉塞できる吊り戸
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の吊り戸装置としては、戸先側並びに戸尻側にそれぞれガイドローラーが設けら
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れた閉塞体を戸体の下フレームに上下動自在に嵌着し、戸先側ガイドロ－ラーの走行面に
は、戸体閉戸位置で、戸先側ガイドローラーが滑落する凹溝を設け、戸尻側ガイドローラ
ーの走行面には戸体閉戸位置で戸先側ガイドローラーの走行面に滑落案内するガイドレー
ルを設けたものがある。（例えば、特許文献１参照。）
【０００３】
　この場合、戸先側ガイドローラーの走行面に形成された戸先側ガイドローラーが滑落す
る凹溝が出入口の床面に位置するので、老人、身障者が出入する時、前記凹溝に足先を引
っ掛けて転倒したり、あるいは車椅子で出入する時、さらにストレッチャー等が通過する
時に、その車輪が前記凹溝に一旦落ち込んだりして、スムースな通行が出来なかった。
　又、前記構成では、戸先側および戸尻側ガイドローラーが常に床面上（ガイドレール上
）を走行するので、戸の開閉時に不快な走行音が発生していた。
　そして、この走行音は、特に病室（特に夜間）のように静粛性を必要とされる場所では
、非常に耳障りな音となっていた。
【０００４】
　一方、上記問題を解決するものとして、吊り戸の下端部に開閉方向に移動可能に支持さ
れた駆動用横動体を設け、駆動用横動体が吊り戸に対し戸開き方向に移動する時、隙間閉
塞用昇降体を下降させ、駆動用横動体が吊り戸に対し戸閉じ方向に移動する時隙間閉塞用
昇降体を上昇させるよう両者を連動連結し、閉鎖時には、吊り戸が閉じ位置に達する前に
駆動用横動体の戸尻側端部に形成した当接部（以下当接部）を壁内に設けられた固定側被
当接部（以下被当節部）に当接させて、さらに吊り戸を閉鎖位置に移動させることにより
隙間閉塞用昇降体を吊り戸下端部より下降させ、開放時には、吊り戸が所定位置に開放さ
れるまで、被当接部と当接部の当接状態を維持させて、吊り戸が開放されるに従って隙間
閉塞用昇降体を吊り戸下端部より上昇させるようにして、隙間閉塞用昇降体を上昇位置に
維持させる第１係止手段と、下降位置を維持させる第２係止手段を設けた構成のものが提
案されている。（例えば、特許文献２参照。）
【０００５】
　上記の場合、壁内に設けられた被当接部は、隙間閉塞用昇降体内に位置して吊り戸の開
閉時の横揺れ（前後方向の振れ）を防止する目的を併せ持つが、被当接部が隙間閉塞用昇
降体に接触して隙間閉塞用昇降体の昇降動作に影響を与えるのを防止するため、吊り戸下
端部内面と隙間閉塞用昇降体間、および、隙間閉塞用昇降体内面と被当接部間には所定の
クリアランスが必要となる。しかし、このクリアランスがあることによって、被当接部と
吊り戸下端部内面間は蜜に接触することができず、吊り戸の開閉中の横揺れを十分に防ぐ
事が出来なかった。
　又、吊り戸の開閉時に隙間閉塞用昇降体が不測に昇降するのを防止するため、第１係止
手段と第２係止手段とを設けなければならず、部品点数が増加し、コストアップとなって
いた。
【０００６】
　さらに、吊り戸の吊り下げ状態や床面の状況等によって、吊り戸下端部と床面との隙間
の大きさが吊り戸の設置場所によって異なるので、吊り戸が閉鎖位置に達した時に隙間閉
塞用昇降体の下端部が丁度床面に摺接するよう、隙間閉塞用昇降体の昇降範囲を調節する
必要がある。すなわち、前記吊り戸下端部と床面との隙間の大きさに合わせて、当接部が
被当接部に当接する位置（当接部が第２係止手段に係止される位置）を調節する必要があ
り、上記の場合は、当接部の位置を駆動用横動体の移動方向に調節可能な構成としている
が、当接部は吊り戸が開放、閉鎖いずれの状態においても壁内に位置しているので、吊り
戸を吊り下げた状態では当接部の位置を調節することが出来ない。このため、隙間閉塞用
昇降体の最適な下降幅を得るには、吊り下げられている吊り戸を一旦取外して、当接部の
位置を調節し、調節が済んでから再度吊り戸を吊り下げるという作業をくりかえさなけれ
ばならず、施工性が非常に悪かった。
【０００７】
【特許文献１】実公平０２－３６８７５号公報
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【特許文献２】特開平１０－２８０８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、吊り戸の開閉中の横揺れを確実に防止し、静粛性、施行性に優れ、且つ安価
に製作できる吊り戸装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
そこで、上記課題を解決する為、本発明が第１の手段として構成したところは、自閉機能
を有する吊り戸装置において、床面等に取り付けられたガイド部材のガイドローラーに案
内され、開閉方向に渡って設けられた下面が開口する吊り戸の下端部に設けられた案内溝
と、案内溝と前後方向に平行して吊り戸の下端部に設けられた隙間閉塞部とを有し、隙間
閉塞部は、昇降可能に保持された隙間閉塞部材と、吊り戸の閉鎖時に戸尻側端部がガイド
部材に当接して隙間閉塞部材を下降せしめる作動部材と、常に隙間閉塞部材を上昇位置に
維持するよう付勢する付勢手段を有し、吊り戸の自閉力が、付勢手段の付勢力より大きく
設定されると共に、前記ガイド部材は、吊り戸の開閉方向に取付位置が調節可能に設けら
れ、吊り戸の全開時、吊り戸の戸先側端部に取り付けられた戸当り部材を持ち上げた状態
で、吊り戸の戸先側端部から、前記ガイド部材の調節部が目視可能に構成されているもの
である。
【発明の効果】
【００１２】
請求項１に記載の発明によると、吊り戸に自閉機能を持たせ、自閉力を隙間閉塞部材が常
に上昇位置を維持するよう付勢する付勢手段の付勢力より大きく設定する事で、付勢手段
の付勢力によって閉鎖した吊り戸が不測に開くことがなく確実に吊り戸は閉鎖される。
　又、ガイド部材が位置する案内溝と、隙間閉塞部材が昇降する隙間閉塞部が前後方向に
分離して平行に設けられているので、ガイド部材は隙間閉塞部材の昇降動作に干渉する事
がなく、開閉中の吊り戸の横揺れを確実に防止する事が出来る。
　さらに、吊り戸の閉鎖時に隙間閉塞部材を下降せしめる作動部材のガイド部材への当接
は作動部材の戸尻側端部で行われるので、吊り戸の開閉時に作動部材が外部に露出する事
がなく、吊り戸の美観を損なう事がない。
　又、吊り戸の開閉に必要なガイド部材を隙間閉塞部材を下降させる作動部としても兼用
しているので、部品点数が少なくてすみ、安価に製作出来る。
そして、吊り戸の閉鎖時に隙間閉塞部材を下降せしめる作動部材が当接するガイド部材の
取付位置を左右方向（吊り戸の開閉方向）で調節可能にして、吊り戸が開放された状態で
、吊り戸の戸先側下端と床面との隙間からガイド部材の取付位置を容易に調節することが
できるので、施工性に優れているとともに、床面と吊り戸下端部との隙間の状態にあわせ
て、隙間閉塞部材の昇降範囲の調節が容易であり、吊り戸の閉鎖時に隙間の閉塞を確実に
行う事が出来る。
また、吊り戸の戸先側端部から前記ガイド部材の調節個所が目視可能であるから、ガイド
部材の取付位置の調節が一層容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、自閉機能を有する吊り戸装置において、床面等に取り付けられたガイド部材
のガイドローラーに案内され、開閉方向に渡って設けられた下面が開口する吊り戸の下端
部に設けられた案内溝と、案内溝と前後方向に平行して吊り戸の下端部に設けられた隙間
閉塞部とを有し、隙間閉塞部は、昇降可能に保持された隙間閉塞部材と、吊り戸の閉鎖時
に戸尻側端部がガイド部材に当接して隙間閉塞部材を下降せしめる作動部材と、常に隙間
閉塞部材を上昇位置に維持するよう付勢する付勢手段を有し、吊り戸の自閉力が、付勢手
段の付勢力より大きく設定されると共に、前記ガイド部材は、吊り戸の開閉方向に取付位
置が調節可能に設けられ、吊り戸の全開時、吊り戸の戸先側端部に取り付けられた戸当り
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部材を持ち上げた状態で、吊り戸の戸先側端部から、前記ガイド部材の調節部が目視可能
に構成されているものである。
【実施例１】
【００１６】
　以下、添付図面に基づいて実施例を詳述する。
　図１～図６において、符号１は吊り戸枠を示している。
　吊り戸枠１は、建物側の鉄骨１１・・・にブラケット１２・・・を介して固定された戸
尻側縦枠１３および戸先側縦枠１４と、戸尻側縦枠１３と戸先側縦枠１４との上端間に配
設され、建物側鉄骨１１にブラケット１２を介して固定された上横枠１５より門形に形成
されている。
【００１７】
　符号２は、レール取付材を示している。
レール取付材２は、戸尻側縦枠１３上部と戸先側縦枠１４上部との間に高さ調節自在、傾
斜角度調節可能に配設され、室内側に吊り戸レール５が着脱自在に連結される。
　符号６は、吊り金具７０を介して吊り戸レール５に吊り下げられた吊り戸を示し　符号
３、３は、戸尻側縦枠１３と戸先側縦枠１４間で、上端が上横枠１５の室内側と廊下側の
両面に固定され、下端部が床面に埋め込まれて配設された中枠を示している。
　以下、戸尻側縦枠１３と中枠３、３間側を引き込み部側、戸先側縦枠１４と中枠３、３
間側を出入り口側と云う。
【００１８】
　符号１６は、出入り口側の床面全幅に渡って設けられた沓ずり材を示し、引き込み部側
の端部上面にはガイド部材４が、吊り戸６の開閉方向に取付位置が調節自在に取り付けら
れている。
　符号１７は、引き込み部側の床面全幅に渡って設けられたベース材を示し、符号１８、
１８は、引き込み部側の室内側及び廊下側の両面に配設された下地パネルを示し、符号１
９は、レール取付材２の廊下側の表面に取り付けられるランマ下地パネルを示し、符号９
６はレール取付材２の室内側の出入り口側に着脱自在に取り付けられた点検パネルを示し
ている。
【００１９】
　そして、上記吊り戸枠１、沓ずり材１６、中枠３、３、ベース材１７、下地パネル１８
、ランマ下地パネル１９、レール取付材２が、内装仕上げが行われるまで（化粧ボード１
００・・が貼り付けられるまで）に施工される。
　ガイド部材４は予め吊り戸６に嵌め込まれている。
　すなわち、ガイド部材４は、ガイド部材４に取り付けられた後記するローラー４０を、
吊り戸６の下端の後記する案内溝６３の戸先側に嵌め込まれ、粘着テープで脱落しないよ
うに貼り付けられている。
　そして、内装仕上げが終了した後、吊り戸６が出入り口側からレール取付材２に取り付
けられた吊り戸レール５に吊り込まれる。
　そして、吊り戸６を全開状態として、吊り戸６の戸先側下端にガイド部材４を貼り付け
ている粘着テープを剥がすと、ガイド部材４は沓ずり材１６の引き込み部側の端部上面に
落下することとなり、ガイド部材４は略その位置で沓ずり材１６に取り付けられる。
　そして、吊り戸６の自閉スピードの調節、および吊り戸６と床面、戸先側縦枠１４との
隙間調節が行われ、最後に点検パネル９６が取り付けられる。
【００２０】
　以下、各部材について詳述する。
　吊り戸枠１の戸尻側縦枠１３は、図５、図６に示す如く、固定用部材１３１・・・が上
下方向に所定間隔を有して建物側鉄骨１１側に設けられた横断面略コ字形に形成され、建
物用鉄骨１１の引き込み部側面に突出して固着されたブラッケット１２・・・と固定用部
材１３１・・・が溶接され、床面仕上げ時に下端部が床面に埋め込まれて立設されている
。
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　符号１３３は、全開された吊り戸６の戸尻側端面が当接する緩衝部材を示し、戸尻側縦
枠１３の引き込み部側面の上下部に取り付けられている。
【００２１】
　吊り戸枠１の戸先側縦枠１４は、図５、図６に示す如く、固定用部材１４１・・・が上
下方向に所定間隔を有して建物側鉄骨１１側に設けられた横断面扁平略コ字形に形成され
、出入り口側の前後方向中央部に鉄骨１１側に窪む戸当り受け溝１４２を有し、建物用鉄
骨１１の出入り口側面に突出して固着されたブラッケット１２・・・と固定用部材１４１
・・・が溶接され、床面仕上げ時に下端部が床面に埋め込まれて立設されている。
　符号１４３は、戸当り受け溝１４２に取り付けられた弾性材からなる戸当り受け材を示
している。
　そして、符号１００・・・は化粧ボードを示している。
【００２２】
　上横枠１５は、図３、図４に示す如く、固定部材１５１・・・が吊り戸６の開閉方向に
所定間隔を有して建物用鉄骨１１側に設けられた断面上向き略コ字形に形成され、開閉方
向両端部に取付られた逆Ｌ字形の連結金具と戸尻側縦枠１３、戸先側縦枠１４の上端部が
ネジ止めされ、建物用鉄骨１１の下面の下方に突出して固着されたブラッケト１２・・・
と固定部材１５１・・・が溶接されて、戸尻側縦枠１３と戸先側縦枠１４の上端間に配設
されている。
　そして、上記戸尻側縦枠１３、戸先側縦枠１４、上横枠１５によって吊り戸枠１が構成
される。
【００２３】
　ベース材１７は、図３に示す如く、廊下側端部および室内側端部が上方に突出して、下
地パネル１８、１８の下端部内面を係止する係止突片１７１、１７１を有する上向き略コ
字形に形成され、引き込み部側の床面全幅に渡って固定されている。
そして、室内側の出入り口側端部にガイド部材４の引き込み側部の端部側が浮き上がるの
を防止する浮き上がり防止部材１７０が下壁１７２に固着されている。
【００２４】
沓ずり材１６は、図４に示す如く、下向き略コ字形に形成され、引き込み部側端部にガイ
ド部材４の取付用ナット部１６１が固着され、引き込み部側端部がベース材１７の出入り
口側端部にほぼ当接する状態で出入り口側の床面全幅に埋め込まれ、出入り口側の床面を
構成している。
【００２５】
　中枠３、３は、図５、図６に示す如く、対向した略同形に形成されているので便宜上室
内側についてのみ説明する。
　中枠３は、内面側に位置する補強枠３１と、補強枠３１の出入り口側の端部に形成され
て室内側に突出し、引き込み部側の化粧パネル１００の出入り口側端部を隠蔽する中枠突
部３２と、補強枠３１の室内側の表面に設けられ、戸尻側縦枠１３側の端部に下地パネル
１８のパネル係止突片が形成された連結部３３を有する表面板３４より形成され、上端部
が上横枠１５の室内側面部に連結され、下端部がベース材１７の室内側と連結され、下端
部が床面仕上げ時に床面に埋め込まれて立設される。符号３０は軟質合成樹脂材より形成
された密閉材を示している。
【００２６】
　レール取付材２は、図３、図４、図７に示す如く、戸尻側縦枠１３、戸先側縦枠１４の
上端部内面に設けられたレール取付材固定座２２の垂直面２１に、戸尻側縦枠１３側の端
部が一本の固定用ボルト（図示せず）で、戸先側縦枠１４側の端部が２本の固定用ボルト
２３、２３にて高さ調節自在および傾斜角度調整可能に連結され、固定面２１の室内側に
吊り戸レール５が着脱自在に取り付けられている。
　そして、吊り戸６の吊り込み時、レール取付材２の戸先側縦枠１４側の２本の固定用ボ
ルト２３、２３を緩めて、レール取付材２の傾斜状態（吊り戸レール５の傾斜状態）を微
調整して吊り戸６の自閉スピード（自閉力）の調節を行う。
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　図７において、符号５３は、レール取付材２の出入り口側の所定位置に取り付けられた
シリンダー取付座を示し、符号５４はシリンダー取付座に取り付けられたエアーシリンダ
ーを示し、エアーシリンダー５４は、スライド装置５１に連結された後記する吊り金具７
０の取付壁７０１の戸尻側端部に設けられたブレーキ用突片７００と共同して、吊り戸６
が加速度的に閉鎖するのを防止するブレーキ機能を発揮する。
　すなわち、本発明で云う自閉力とは、ブレーキ機能を有しない場合は、レール取付材２
の傾斜による吊り戸６の自閉する力を意味するが、ブレーキ機能を有する場合は、エアー
シリンダー５３のブレーキ力に抗して、吊り戸６が全閉するまでの自閉する力を意味する
。
【００２７】
　吊り戸レール５は、図７に示す如く、スライド装置５１と、アルミ材からなる押出補強
材５０と、補強材５２が連結して構成され、その開閉方向の長さは、吊り戸６の移動距離
よりやや長めに形成され、レール取付材２の室内側に、戸先側縦枠１４側が前下がりとな
るよう、ネジ止め等にて着脱自在に取り付けられ、吊り戸６に自閉機能を持たせている。
　すなわち、吊り戸レール５は、引き込み側部はレール取付材２の戸尻側縦枠１３側の端
部に形成された係止孔に、補強材５２の戸尻側縦枠１３側の端部に形成された係止爪を出
入り口側から押し込むようにして係止させ、出入り口側部は複数箇所ネジ止めすることに
より、レール取付材２に取り付けられる。
　スライド装置５１は、図７に示す如く、アルミの押出補強材５０の室内側に保持される
断面略Ｃ字形のアウターメンバー５５と、アウターメンバー５５にボールリテーナー５７
に保持された複数個のボールを介してスライド自在に保持される断面略Ｃ字形のインナー
メンバー５６より構成されており、アルミの押出補強材５０と補強材５２とアウターメン
バー５５は開閉方向の略全幅に渡って配設され、インナーメンバー５６は吊り戸６の開閉
方向の幅よりやや小さ目に形成され、ボールリテーナー５７はインナーメンバー５６より
２倍強の幅に形成されている。
【００２８】
　符号７０はインナーメンバー５６の室内側に固着された吊り金具を示している。
　吊り金具７０は、図７に示すように、インナーメンバー５６と開閉方向にほぼ同幅で、
インナーメンバー５６の室内側に固着される取付壁７０１と、取付壁７０１の下端部をス
ライド装置５１の下方でランマ下地パネル１９方向に下向きＬ字形に突出させた上部突壁
７０２と、上部突壁７０２の下端部を点検パネル９６方向に上向きＬ字形に突出させた支
持壁７０３より構成されている。そして支持壁７０３には点検パネル９６側からランマ下
地パネル１９方向に係止孔（図示せず。）が形成され、係止孔に吊り下げボルト７０４が
係止されている。
【００２９】
　　吊り下げボルト７０４は、図７に示すように吊り戸６の上面に固着された後記するナ
ット部６１に螺合する螺軸部７０５と、螺軸部７０５の上部に位置し螺軸部７０５より大
径で且つ係止孔の開閉方向の巾よりも大径の頭部７０６と、頭部７０６の下面に位置し、
係止孔内に位置する円筒形の回動部（図示せず。）と、回動部の下方で螺軸部７０５を回
動させる、頭部７０６より小径の回動操作部７０８より構成されている。符号７０９は吊
り下げボルト７０４の回転を阻止する締め付けナットを示している。
【００３０】
　吊り戸６は、図３～図８に示す如くパネル形状をなし、上端面の内側に前記吊り下げボ
ルト７０４の螺軸部７０５が螺合するナット部６１が開閉方向に所定間隔を有して複数個
固着され、上面には、廊下側に突出し吊り戸６の閉鎖状態で出入り口側の上部を密閉する
ための弾性材からなる密閉材６２１が密閉用突片６２を介して取り付けられ、戸尻側の端
面の上下方向には閉鎖状態で中枠３の密閉材３０と共同して、吊り戸６の廊下側と中枠３
の隙間を閉塞するための弾性材からなる密閉材６０１を有する戸尻側密閉用突片６０が設
けられている。
　そして、下端部には開閉方向で室内側に位置して、開閉時にガイド部材４のガイドロー
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ラー４０に案内される下面が開口する案内溝６３が形成され、さらに案内溝６３に平行し
て隙間閉塞部材７を昇降可能に保持する隙間閉塞部６４が形成され、戸先側端面には、補
強部材６８と共に戸当り部材６００の嵌入孔６０２、６０２に嵌入する嵌入突片６９、６
９が対向して形成されている。
すなわち、吊り戸６の下端に形成された内向き折曲縁６０３が、戸当り部材６００の下端
部に当接して戸当り部材６００の下がり止めが行われる。　
【００３１】
　上記案内溝６３は、図８に示すように、吊り戸６の下端部内面に固着された下向きコ字
形の補強材６５と、補強材６５の内面に固着された垂直壁６６１と水平壁６６２を有する
横向きＺ形の隔壁６６によって形成されている。
【００３２】
　ガイド部材４は、吊り戸６の開閉方向に長い２つの長孔４１、４１を有し、戸尻側縦枠
１３側の端部が、浮き上がり防止部材１７０とベース材１７の下壁１７２間に嵌入した状
態で、長孔４１、４１を挿通し取付用ナット部１６１、１６１に螺合する固定ボルト４２
、４２にて、吊り戸６の開閉方向に取付位置を調節可能に沓ずり材１６の上面に取り付け
られる基板４３と、基板４３の戸尻側縦枠１３側の略半分の寸法で室内側に寄った位置で
基板４３に一体に立設された起立板４４と、起立板４４の上端で水平方向に一体に形成さ
れ戸先側縦枠１４側の端部に回転自在にガイドローラー４０を有するローラー取付板４５
より構成されている。
　そして、図１７に示すように、吊り戸６が全開した状態で戸当り部材６００を持ち上げ
ると、吊り戸６の案内溝６３内で、固定ボルト４２、４２が目視できる個所にガイド部材
４が固定される。
　すなわち、沓ずり材１６と吊り戸６の下端面との隙間から差し込まれたスパナの先と固
定ボルト４２、４２の位置関係が目視出来るので、ガイド部材４の固定位置の調節が容易
で、施行性に優れている。
【００３３】
　隙間閉塞部６４には、吊り戸６の開閉方向に移動自在で、吊り戸６の開閉方向のほぼ全
幅に渡って配設された作動部材８と、作動部材８の吊り戸の開閉方向への移動を上下方向
の移動に転換する連動用部材９と、連動用部材９によって上下動する隙間閉塞部材７と、
隙間閉塞部材７が常に上昇位置を維持するよう付勢する付勢手段８０と、上記部材が組み
込まれる収納用枠材６７より構成された閉塞用部材６４０が取り付けられる。
【００３４】
　収納用枠材６７は、上壁６７１、前後壁６７２、６７３からなる下向き略コ字形に形成
され、前後壁の所定位置に連動部材９を連動部材連結ピン９０・・・にて回動自在に連結
する取付孔６７４・・・が形成され、戸先側には後記する付勢手段８０のストッパー８０
３を収納用枠材７に固定する固定ピン８０５が挿通する取付孔６７５・・・が形成され、
上壁６７１の戸尻側端部には枠材取付孔６７６が形成されている。
　そして、隙間閉塞部材７、作動部材８、付勢手段８０、連動用部材９等が組み込まれた
状態（閉塞用部材６４０が構成された状態）で収納用枠体６７の上壁６７１の戸先側端部
は、隔壁６６の水平壁６６２と前記戸先側取付座６６４の下壁６６５間に形成された差込
用間隙６６３に嵌入し、戸尻側端部は枠材取付孔６７６に図９に示す戸尻側取付座６６６
の上向き係止突片６６７を下側から係止し、戸尻側取付座６６６を吊り戸６の戸尻側端面
にネジ止めする事により吊り戸６の下端部に連結、保持される。
【００３５】
　隙間閉塞部材７は、逆三角形とした弾性材からなる接地材７１と、下端部で接地材７１
の上端を保持し、吊り戸６の開閉方向所定位置に前記連動用部材９の下端部が隙間閉塞部
材連結ピン７２、７２にて回動可能に連結される回動連結孔７３・・・を有する接地材保
持部材７４より構成されている。
　符号７５・・・は、隙間閉塞部材７が上昇した時、接地材保持部材７４の上部が、連動
用部材９の連動部材連結ピン９０、９０に当接するのを防止する昇降用逃し切り欠きを示
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している。
【００３６】
　連動用部材９は、作動部材連結部９１と、作動部材連結部９１の下端に連設された閉塞
部材連結部９２よりくの字形に形成されている。
　そして、作動部材連結部９１と閉塞部材連結部９２の連設部分には前記連動部材連結ピ
ン９０が嵌入する回動用連結孔９３が形成され、閉塞部材連結部９２の下端部には前記隙
間閉塞部材連結ピン７２が嵌入する連結用孔９４、９４が形成されている。
【００３７】
　作動部材８は、戸尻側端部には吊り戸６が全閉位置の手前まで閉鎖されたときに前記ガ
イド部材４の起立板４４の戸尻側縦枠１３側端部に当接するよう、吊り戸６の戸尻側端面
から戸尻側縦枠１３側に突出し、さらに案内溝６３側に突出する当接部８１を有し、連動
用部材９の作動部材連結部９１の上端部が回動可能に嵌合する嵌合部８３・・・を開閉方
向の所定位置下面に有し、戸先側端部には後記する付勢手段８０の支持棒８４が内面に戸
尻側方向に突出して形成された支持部８５を有して、吊り戸６に対し所定範囲で開閉方向
に移動可能となっている。
　符号８１０は当接部８１に外嵌するゴム材からなる緩衝部材を示している。
【００３８】
　付勢手段８０は、作動部材８の支持部８５に設けられた戸尻側方向に向かって突出する
支持棒８４に外嵌するコイルバネ８０２と、作動部材８が吊り戸６に対して戸尻側に移動
したときコイルバネ８０２の戸尻側端部を保持し、コイルバネ８０２にさらなる弾発力を
付与する、収納用枠材６７に取付られたストッパー部材８０３より構成されている。
　ストッパー部材８０３は、収納用枠材６７のストッパー取付孔６７５・・・に対応する
固定孔８０４、８０４に嵌入する固定ピン８０５、８０５にて収納用枠材６７内に固定さ
れている。
【００３９】
　下地パネル１８は、図４、図５に示す如く、室内側及び廊下側でそれぞれの引き込み部
側に取り付けられている。すなわち、下地パネル１８は、下端部の開閉方向と中枠３、３
側の端部の上下方向に形成された係止溝が前記ベース材１７の係止突片１７１および中枠
３のパネル係止突片３３に係止し、上端部が上横枠１５と、戸尻側縦枠側端部が戸尻側縦
枠１３とそれぞれネジ止めされている。　　
【００４０】
　ランマ下地パネル１９は、図４、図７に示す如く、上端が上横枠１５の廊下側面部にネ
ジ止めされ、開閉方向の両端部が、廊下側の中枠３の内面上部と、戸先側縦枠１４の廊下
側の内面上部にネジ止めされており、下端部に廊下側に突出して化粧ボード１００の下端
部端面を隠蔽するランマ下地突部１９０が形成されている。
　符号１９１は、ランマ下地突部１９０の室内側内面に設けられた上部密閉部材を示し、
吊り戸６の密閉材６２１と共同して、吊り戸６の閉鎖状態で出入口部の廊下側上部を閉塞
する。
【００４１】
　点検パネル９６は、図３、図７に示す如く、上端部がレール取付材２の室内側面に取り
付けられた内面側係止片９７と、内面側係止突片９７の室内側に位置し、上端が上横枠１
５の室内側にとりつけられ、室内側に突出して化粧ボード１００の下端部端面を隠蔽する
下地突部９８を下端に有する点検パネル支持片９９より形成された係止部に係止し、下端
部が室内側の中枠３上部内面と、戸先側縦枠１４の室内側の内面上部に設けられた点検パ
ネル取付座９４に下方よりネジ止めされ、着脱自在に取り付けられている。
【００４２】
　上記の如く構成された各部材のうち、先ず吊り戸枠１、沓ずり材１６　ベース材１７、
中枠３、３、下地パネル１８、ランマ下地パネル１９、吊り戸レール５が取り付けられた
レール取付材２が内装仕上げ前に施工され、その後化粧ボード１００等が取り付けられ、
床面等内装が仕上げられる。
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　次に、ガイド部材４が粘着テープで脱落しないように案内溝６３内の戸先側に取付られ
た吊り戸６が吊り戸レール５に吊り込まれる。
　そして、吊り込まれた吊り戸６を全開状態として、吊り戸６の戸先側下端のガイド部材
４を貼り付けている粘着テープを剥がすと、ガイド部材４は沓ずり材１６の引き込み部側
の端部上面に落下することとなる。
　そして、ガイド部材４の基板４３の戸尻側縦枠１３側の端部を浮き上がり防止部材１７
０とベース材１７の下壁１７２間に嵌入した状態で、固定ボルト４２、４２を長孔４１、
４１を挿通し、取付用ナット部１６１、１６１に螺合して、ガイド部材４が沓ずり材１６
の引き込み部側の端部上面に取り付けられる。
　尚、この時、ガイド部材４の取り付け位置が最終的に確定するまでは、固定ボルト４２
、４２は容易には移動しない程度の仮止め状態としておくのが望ましい。
【００４３】
　一方、この時、作動部材８は、吊り戸６の全開時（図２、図３、図６、図１５の状態）
では付勢手段８０によって吊り戸６の戸先側に最も移動した状態となり、連動部材９は、
作動部材８が戸先側へ移動していることによって、図１５で時計周りに最も回動した状態
となり、隙間閉塞部材７は、前記した連動部材９の回動によって、最も上昇した状態とな
っている。
【００４４】
　この状態から閉鎖していくと閉鎖途中（ブレーキ機能が働いた状態）で、作動部材８の
当接部８１（緩衝部材８１０）がガイド部材４の起立板４４の戸尻側縦枠１３側端部に当
接し（この時、浮き上がり防止部材１７０は、ガイド部材４の基板４３の戸尻側縦枠１３
側端部が持ち上がるのを防止している。）、作動部材８はその状態で床面（沓ずり材１６
）に対して停止するが、吊り戸６は、付勢手段８０の付勢力に抗する自閉力によってさら
に閉鎖方向に移動し、連動部材９は、図１５の状態から反時計周りに回動し、隙間閉塞部
材７は、前記した連動部材９の回動によって、最も下降した状態となり、接地材７１の下
端は床面（沓ずり材１６）に接触し、吊り戸６は全閉（図１６に示す状態。）状態となる
。
【００４５】
　しかしながら、吊り戸６の下端と床面（沓ずり材１６）間の隙間は、吊り戸６の吊り下
げ状態等によってそれぞれ異なり、その隙間に対してガイド部材４の固定位置が適切でな
かった場合、例えば、隙間が狭いのに対してガイド部材４が戸尻側縦枠１３側に偏って取
り付けられていると、作動部材８の当接部８１は閉鎖中の早い段階でガイド部材４に当接
し、閉鎖途中で接地材７１の下端が床面（沓ずり材１６）に接触する。
　そして、この閉鎖途中での接触により、自閉力が影響され、吊り戸６が全閉しない事と
なる。
【００４６】
　一方、隙間が広いのに対してガイド部材４が戸先側縦枠１４側に偏って取り付けられて
いると、作動部材８の当接部８１は閉鎖中の遅い段階でガイド部材４に当接することとな
り、作動部材の作動範囲が狭くなる。
　このため、吊り６が全閉した状態でも、隙間閉塞部材７が下がりきらず、接地材７１の
下端が床面（沓ずり材１６）に接触しない事となる。
　よって本発明では、上記いずれの状態にも対応できるよう、一旦吊り戸６が全閉された
状態で、吊り戸６の下端と床面（沓ずり１６）間の隙間あるいは隙間閉塞部材７の接地材
７１の下降状態を確認した後に、吊り戸６を全開状態とし、この状態を維持しながら戸当
り部材６００を持ち上げ、ガイド部材４の固定ボルト４２、４２が目視できる状態（図１
７に示す状態）で、沓ずり材１６と吊り戸６の下端面との隙間からスパナを差し込んで、
仮止め状態としていた固定ボルト４２、４２を緩め、ガイド部材４を開閉方向に位置をず
らせて取り付け位置を調節し、その後に本締めを行う。
【００４７】
　尚、実施例では、レール取付材２（吊り戸レール５）を傾斜させて吊り戸６を自閉させ
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ているが、吊り戸６に自閉力を付与する機構としては、本実施例で示したような傾斜・自
重式の他、ゼンマイバネ式、錘式等適宜変更可能である。
　又、実施例の場合、案内溝６３は、吊り戸６の下端部内面に固着された下向きコ字形の
補強材６５と、補強材６５の内面に固着された垂直壁６６１と水平壁６６２を有する横向
きＺ形の隔壁６６によって形成されているが、隔壁６６を設けず、高さ方向に低い補強材
の廊下側下面を隙間閉塞部６４とし、この隙間閉塞部６４に閉塞用部材６４０を取り付け
て、閉塞用部材６４０の室内側を案内溝として形成する事も可能である。
 
【００４８】
　次に、ガイド部材４の第２実施例を図１８、図１９に示す。
　第２実施例のガイド部材４０は、戸尻側縦枠１３側の端部が、浮き上がり防止部材１７
０とベース材１７の下壁１７２間に嵌入し、戸先側縦枠１４側の端部に移動用回動ナット
部４１０の周端面の一部が臨む開口４０１を設け、開口４０１の下方に、移動用回動ナッ
ト部４１０の開閉方向への移動を阻止するよう保持突片４０２、４０２を一体に形成した
基板４０３と、基板４３に一体に立設された起立板４０４と起立板４０４の上端で水平方
向に一体に形成され戸先側縦枠１４側の端部に回転自在にガイドローラー４００を有する
ローラー取付板４０５と、基板４０３の下面で沓ずり材１６に取り付けられる連結用基板
４２０より構成されている。
　連結用基板４２０は、前記保持突片４０２、４０２が嵌入し、保持突片４０２、４０２
（基板４０３）が開閉方向に所定範囲移動可能な大きさの移動用開口４２１と、移動用開
口４２１の下方には、前記移動用回動ナット部４１０に螺合する螺軸部４２３と、螺軸部
４２３を回動不能に支持する支持突部４２２、４２２と、固定される沓ずり材１６に形成
された取付孔１６０に係止する固定用係止突片４２４と、戸当り側縦枠１４側端部には沓
ずり材１６に形成された螺孔１６５に固定ボルト１６６にて固定する為の連結孔１６７を
有している。
【００４９】
　すなわち、第２実施例のガイド部材４０は、螺軸部４２３に戸先側縦枠１４側の支持突
部４２２、保持突片４０２、４０２および移動用回動ナット部４１０を螺合させた後、螺
軸部４２３の戸尻側端部を戸尻側縦枠１３側の保持突片４２２に固定して構成し、このガ
イド部材４０の戸尻側縦枠１３側の端部を浮き上がり防止部材１７０とベース材１７の下
壁１７２間に嵌入し、戸先側縦枠１４側の端部を固定ボルト１６６にて沓ずり材１６に取
り付ける。
　この状態で、移動用回動ナット部４１０を回動すると、螺軸部４２３に沿って連結用基
板４２０上を基板４３と一体に構成された起立板４０４、ローラー取付板４０５、ガイド
ローラー４００が、吊り戸６の開閉方向に移動し、所望の取り付け位置を得る事が出来る
。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】点検パネルを外した本発明の全開状態の室内側からの正面図
【図２】点検パネルを外した本発明の全閉状態の室内側からの正面図
【図３】図１のＡ－Ａ線要部拡大断面図
【図４】図２のＢ－Ｂ線要部拡大断面図
【図５】図２のＤ－Ｄ線要部拡大断面図
【図６】図１のＣ－Ｃ線要部拡大断面図
【図７】図４のレール取付材部分の拡大図
【図８】図４の沓ずり材部分の拡大図
【図９】収納用枠材の斜視図
【図１０】隙間閉塞部材の斜視図
【図１１】連動用部材の斜視図
【図１２】作動部材の斜視図
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【図１３】ガイド部材と沓ずり材の斜視図
【図１４】閉塞部材の取り付け状態を示す斜視図
【図１５】図６のＥ－Ｅ線部分拡大断面図
【図１６】図５のＦ－Ｆ線部分拡大断面図
【図１７】全開状態の吊り戸の戸当り部材を持ち上げた状態の斜視図
【図１８】第二実施例のガイド部材の斜視図
【図１９】第二実施例のガイド部材取付状態を示すの要部縦断面図
【符号の説明】
【００５１】
　　　１　　　　吊り戸枠
　　　１３　　　戸尻側縦枠
　　　１４　　　戸先側縦枠
　　　１５　　　上横枠
　　　１００　　化粧ボード
　　　２　　　　レール取付材
　　　３　　　　中枠
　　　４　　　　ガイド部材
　　　４０　　　ガイドローラー
　　　５　　　　吊り戸レール
　　　６　　　　吊り戸
　　　６３　　　案内溝
　　　６４　　　隙間閉塞部
　　　６４０　　閉塞部材
　　　７　　　　隙間閉塞部材
　　　８　　　　作動部材
　　　９　　　　連動用部材
　　　８０　　　付勢手段
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【図１６】 【図１７】
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